
○議長（高木将君） 日程第１，一般質問を行います。 

 昨日に引き続き，通告順に発言を許します。 

 １１番茅根猛君の発言を許します。 

〔１１番 茅根猛君登壇〕 

○１１番（茅根猛君） おはようございます。１１番の茅根猛でございます。ただいま議

長のお許しをいただきましたので，通告順に従い，早速質問に入ります。本日は，６点に

ついて質問，提起を行いますので，市民サイドに立った真摯なご答弁をお願いしておきた

いというふうに思います。 

 まずその１点目でございます。税収の確保についてご質問をいたします。 

 国の三位一体改革の税源移譲に伴いまして，各市町村に配分される交付税は，その税源

移譲提示額をほとんど徴収したものとみなして算定されているため，市独自で十分な税収

を確保できなければ，交付税削減の影響を含め，さらに財源不足に陥る懸念もあり，皆さ

んの多種多様な要望にこたえられない状況となります。当市においても，その地方交付税

は，平成１５年の三位一体改革前と比較して約１０億円の減となっており，自主財源の確

保は必須の政策であると考えます。特に１９年度は，所得税から個人住民税への税源移譲

により，税率引き上げが６月から実施され，当市への移譲額が約５億 2,０００万円となり

ます。さらに，県民税分を加えると，約１３億 4,０００万円を新たに市民税に賦課し，徴

収することになります。 

 そのような中，どの自治体においても，いかに自主財源を確保し，財政の健全化を進め

るかと腐心している状況にあります。市民税はもとより，国民健康保険税，介護保険料，

市営住宅使用料，保育料，学校給食費，水道料等々の悪質滞納者，あるいは常習滞納者，

高額滞納者に対する滞納税等収納対策に力を傾注しているところであります。県において

は，危機的財政再建に向け，市町村が徴収する個人県民税の徴収率の低い市町村への県補

助金の削減を検討しております。一方で，市町村によっては，収納対策部門の設置，ある

いは全庁的な徴収体制の構築など，その対策を余儀なくされている状況にあります。 

 私は，３月の定例議会において，税の持つ公平・公正さ，これらを保つためにも，悪質

滞納，常習滞納，高額滞納者などの滞納対策に関する提言を行い，議論の中で，より体制

的に，より効率的に取り組んでいくとの認識合わせを行ったところであり，そのときの市

長答弁においても，名寄せ等を行い，ばらばらに滞納整理をするのではなしに，データの

一元化を図りながら，効率的な滞納整理に努めていく。加えて，手段・手法についてもこ

れを見直し，検討していくとの見解が示されたところであります。その後，公式，非公式

を含め，再三滞納整理施策の充実を求めてきたところであります。 

 今回，９月４日の新聞報道にあるように，あるいは先般の市長のごあいさつにもあるよ

うに，市税，使用料の徴収強化策としての収納対策本部が設置されました。私は，従来の

主張からいえば，そのこと自体については賛意を表しているものであります。したがって，

その全庁的な組織活動の充実に期待をしている１人であります。その上に立って，次の諸



点について伺います。 

 １つは，今回にわかに収納対策本部を設置した経緯とその体制についてであります。 

 ２つ目は，副市長を本部長としたとありますが，組織的，横断的な指導・助言・すみ分

け等々，定期的な滞納対策の把握・指導・指示の統括等はどのように考えているのか。 

 ３つとして，一方で，市税等と使用料等，各部門の徴収体制，徴収の具体的取り組み，

取り扱いの温度差についてどのように改善していくのか。 

 ４つ目，次の市税・使用料等の滞納状況と具体的対策及び実施状況について明らかに願

いたいと存じます。市民税，国保税，介護保険料，市営住宅料，保育料，学校給食費，水

道料，下水道料についてお願いをいたします。なお，その際，納めたくても納められない

など，真にご苦労されている方もおるわけであります。この方々への対応に当たっては，

弾力的応分の応対をすることは論を待たないところであることを，付言しておきたいとい

うふうに思います。 

 ２つ目に入ります。難病患者に対する見舞金制度の創設等についてであります。 

 ご承知のとおり，難病とは，原因が不明で治療法が確立されておらず，後遺症を残すお

それのある疾病であります。そして，経過も慢性化し，指定専門病院への入院，通院など

の経済的な問題だけではなく，介護などに著しく人手を要するため，家族の負担が大きい

ことに加え，精神的にも負担が大きい疾病であります。 

 なおかつ，平成１６年より，難病である特定疾患，４５疾患あるわけでありますけれど

も，この疾患者は，重症者を除き，所得に応じ医療費自己負担となりました。しかし，多

くの難病患者は，収入を得るために働きたくても働けずにいるのが実情であります。これ

らの中から特に指定された難病を特定疾患として，現在，調査，治療研究がなされていま

す。現在，この対象疾患として，皆さんご案内のとおり，パーキンソン病，全身性エリテ

マトーデス，潰瘍性大腸炎など４５種類が指定されております。 

 それらの状況を踏まえ，また，難病患者の経済的負担を和らげ，自立と社会参加を促進

する立場から，栃木県，群馬県は全市町村が，そして，茨城県内市町村においても２６の

市町村が，そして，昨日の新聞にも，来年度から水戸市が前向きな導入を検討しておると

いう報道がございました。その他，数市町村においても検討中と聞いております。 

 現在，大宮保健所管内において７２５名の特定疾患者がおり，そのうち常陸太田市内に

おいては２１２名の疾患者となっております。当市においては平成１２年３月６日に，「難

病患者に対する見舞金制度の制定に関する請願書」が議会採択されました。その後の状況

把握と検討が十分されてきているとは言いがたいものと指摘せざるを得ません。私は，特

定疾患者の症状と苦悩をお聞きする中で，治療や検診を受けるために，指定された病院へ

の通院，入院の経済的負担，そして，家族を含めた精神的苦痛を少しでも軽減する観点か

ら，行政として見舞金制度の創設をすべきと強く願い，訴えをするものであります。 

 そこで，３点伺います。 

 １つは，平成１２年３月６日，議会採択された「難病疾患者に対する見舞金制度の制定



に関する請願書」について，その後の具体的検討，扱いはどのようになっているのか。 

 ２つ目が，特定疾患治療研究事業等の事業実施主体は県となっております。しかし，市

内の難病患者２１２名の見舞金創設などの環境整備についての基本的な考え方をお伺いし

たいと思います。 

 ３つ目，難病患者等に対する居宅生活支援事業について，大宮保健所としては，関係市

町村は積極的に取り組んでいただきたいと述べられておりました。当市としての具体的方

策を示すべき時期にあるというふうに考えます。この辺についてお伺いをいたします。 

 なお，本件に関する見舞金という名称については，県外・県内においても使われており

ます名称でありますが，本来は，本件の趣旨から福祉手当というふうに，私自身理解をさ

せていただいております。 

 大きい３点目，県道・市道の道路改良についてであります。 

 懸案となっていた常陸那珂港山方線の仮称木島橋の供用開始が平成２０年度末の見通し

が立ったことには，周辺住民はもとより，今後の通勤，流通，観光客の入り込み等々，地

域の振興上大きな期待を持って待ち望んでいるものと考えます。しかし，その県道常陸那

珂港山方線は，いまだ３カ所が未整備状況となっており，安全対策上も含め，１０年来の

周辺住民の悲願，要望となっております。当市としても，重要な広域的幹線道路としての

認識を持って，早期着工に向け，より一層の対応をすべきであると考えます。 

 この際，特に常陸那珂港山方線周辺の懸案となっており，また，安全対策上等，早期の

対策が必要な県道・市道の改良についてそれぞれ提起しますので，実現に向けてより一層

の努力を強くお願いするものであります。 

 １つは，県道常陸那珂港山方線についてであります。そのうちの仮称木島橋の架設状況

と，アクセス道路としての小島町地内の道路整備見通しであります。２つ目が，上宮河内，

下宮河内地内の整備状況であります。３つ目が，宮の郷工業団地から中利員町までの道路

改良に対する認識と，今後の取り組みについてであります。 

 大きい２つ目が，県道２９号線，棚谷町地内の曲がりくねった狭隘道路の側溝等安全対

策についてであります。 

 大きい３つ目，市道についてでありますが，１つは，高柿千寿線の道路改良についての

今日までの経過と今後の具体的展望についてであります。２つ目が，県道南中学校入り口

から南中学校門の狭隘道路の整備見通しと，幼・小・中学校生徒の安全対策上の，県道へ

の信号機設置についてであります。 

 大きい４番目に入ります。環境バッグについてであります。 

 地球温暖化が声高く論じられ，平成１７年の京都議定書発効により，これまでの大量生

産，大量消費，大量廃棄という構造は見直しを迫られ，環境に配慮した循環型社会の形成

に向けた取り組みとして，環境技術の開発・普及やごみ分別の徹底による廃棄物の減量化・

リサイクル化，太陽光などの自然エネルギー活用等への対応が重要となってまいります。

したがって，行政の環境政策はもとより，個人レベルでの一層の意識改革と，その運動の



推進が求められております。 

 それらの一環として，今回，環境バッグが配布されたところでありますが，より効果的

に，そして日常生活の中で，販売店を含め，根差したものとしたいとの観点から，次の事

項について見解を伺いたい。 

 １つが，市内の交付状況とその意義，意識づけの対策はどうしたのか。 

 ２つ目，これの実施に伴う店舗等との事前連携はどうされたのか。 

 ３つとして，レジ袋の削減等検証はどうしているのか。 

 ４つ目，マイバッグ，いわゆるノーレジ袋デー等の推進はどうされるのか。 

 大きい５つ目，住宅用火災警報器の設置についてであります。 

 改正消防法が１８年６月施行されたのに伴い，熱や煙を感知してブザーなどで知らせる

火災警報器の一般住宅への設置に向け，全国自治体の約９９％が条例を制定し，取り組ん

でいるところであります。これらは，住宅火災による死者数が年々増加傾向にあり，その

住宅火災による死者の過半数は高齢者となっているもので，今後の高齢化の進展に伴い，

さらなる増加が心配されることなどから，法施行されたものと理解をしております。 

 それらを踏まえ，他市町村によっては，経費はかかるが人命にはかえられないなどの立

場から，段階的対策として，１つは，火災警報器の住宅用世帯に１個ずつ無料配布，ある

いは７０歳以上の高齢者だけで住む世帯に無償で設置するなど，改正消防法に沿った具体

的対応がなされている状況にあります。当市においても，１８年６月の改正消防法施行に

伴い条例改正を行っており，具体的展望を持って対応策を講じているものと理解しますが，

いかがですか。次の諸点について見解を伺いたいと思います。 

 １つは，改正消防法及び条例改正後の市民への認識浸透策と，具体的対応についてであ

ります。 

 ２つ目が，当市の条例改正により，２０年６月まで設置の猶予を設けた既存住宅への具

体的展望についてであります。 

 ３つ目が，市内の取りつけ状況及び過去５年間の市内の火災発生状況等についてであり

ます。 

 ４つ目が，当面の段階的措置として，７０歳以上の高齢者だけで住む世帯への配布・設

置についてであります。 

 最後に６点目，少子化対策についてであります。 

 核家族や晩婚化が進行する中で，妊娠，出産や子育てへの不安が社会問題となり，地域

で安心して子供を産み育てられる環境を整えていくことが急務となっております。現在，

１人の女性が生涯に産む子供の推定人数を示す合計特殊出生率は 1.３２と６年ぶりに上昇

したものの，長期的な少子化傾向は変わっていないと言われています。ちなみに，当市に

おいては 1.１３と，さらに深刻な状況にあることは現実であります。 

 当市としても，その少子化対策については，次世代育成支援地域行動計画，あるいは第

５次総合計画のストップ少子化若者定住戦略によって，さまざまな支援の充実強化が図ら



れていると理解しているものの，本市においても，他市町村と同様に，年々子供の数が減

少してきております。少子化が進行する背景には，都市化，核家族化への進行や，女性の

就労増大などによる母親の子育てへの不安感・負担感の増大，仕事との両立に伴う負担感

の増大，また，育児休業が容易に取得できないことを初めとした，家庭より職場優先の雇

用環境など，さまざまな要因が挙げられると考えます。 

 それらの要因の緩和を図りながら，安心して家庭を持ち，子供を産み育てることができ

る環境づくりを，今日時点，行政として，地域社会との連携を高め，積極的に取り組んで

いかなければ，少子化対策の原点が成り立たないとさえ理解をしております。そのような

立場から，次の諸点について伺います。見解を明らかに願いたいと存じます。 

 １つは，本提起に関する当市としての見解についてであります。 

 ２つは，いばらき出会いサポートセンターとの連携，及び市内における出会いサポート

体制と運営状況についてであります。また，今年度から法人委託で実施している結婚推進

の研修，交流会等々の実施状況についてであります。 

 ３つ目は，県が今年度秋ごろから，企業あるいは店舗等と連携した家族優遇制度に取り

組むとしておりますが，市としての連携と準備はどのようになっているのか。 

 ４つ目は，市内企業等との子育て支援企業の連携はどのように対応していくのか。 

 ５つ目は，若者定住，いわゆる少子化対策でございますけれども，これらを展望した企

業誘致活動の体制と具体的展望について，また企業立地促進法に基づく対応策，いわゆる

協議会設置を含めた対応策についてお伺いをしたいと思います。 

 以上６点について，ご質問させていただきました。真摯なご答弁をぜひお願いしたいと，

１回目の質問を終わります。 

○議長（高木将君） 答弁を求めます。市長。 

〔市長 大久保太一君登壇〕 

○市長（大久保太一君） 税収の確保につきまして，お答えを申し上げます。 

 税及び使用料等につきましては，住民負担の公平・公正を保つ上からも，そしてまた財

源の確保の点からも，収納率の向上を図ることが強く求められている状況下にございます。

このため，本年４月の組織機構の見直しにおきまして，市税や住宅使用料に係る収納体制

の強化をいたしてまいったところでございます。しかしながら，議員ご発言のとおり，各

部課における徴収対策，あるいは具体的取り組み等にばらつきがあるのも事実でございま

す。また，加えまして，税法改正に伴います市税等の滞納の増加も懸念される状況下にご

ざいます。 

 ３月の定例市議会におきまして，議員から滞納対策に関するご提言をいただき，さらに

平成１８年度決算におきましても多くの収入未済額がありますことから，税及び使用料等

を所管する関係課をもって，滞納整理に関する調整会議を開催いたしまして，滞納状況及

び課題等の報告，協議を行いますとともに，副市長を本部長といたしまして関係部課長２

０名で組織をいたします，市税等の収納対策本部を設置したところでございます。対策本



部には，本部会議のほか担当課長会議を置きまして，定期的に開催する中で，関係課が滞

納者に係る情報の共有化を図り，共通認識に立って収納対策を進めることといたした次第

であります。 

 各課の徴収対策，あるいは取り組み方等につきましては，その温度差があるのは事実で

ございまして，それぞれの課が持っております滞納対策，収納率アップについてのノウハ

ウを，それぞれの部門にＴＴをしながら，そして，それぞれの部門の責任において，まず

は収納率の向上を図るという考え方で進めてまいる所存でございます。これに伴いまして，

滞納整理に係る基準や手順等を定めることも必要になってまいります。そして，各課が滞

納整理の具体的計画を立てて，また，必要に応じては条例等の見直しをしながら，滞納者

に対しまして厳正に対処してまいりたいと考えます。そのことによりまして，財源の確保

に努めていきたいと思っておるところでございます。 

 それぞれの部門の現状につきましては，担当部長よりご答弁を申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（高木将君） 総務部長。 

〔総務部長 川又善行君登壇〕 

○総務部長（川又善行君） 税収の確保についての中の，市民税の滞納状況と具体的対策

及び実施状況についてお答えいたします。 

 まず，１点目の，３年間の滞納状況でございますけれども，平成１６年度は，現年度分

が 2,４２８万 4,６５７円，過年度分が 6,７６２万 3,８０３円，合計 9,１９０万 8,４６０

円です。１７年度は，現年度分が 2,９８１万 9,３１６円，過年度分 7,１３１万 6,４２０

円，合計１億１１３万 5,７３６円となっております。１８年度は，現年度分が 2,６８２万

6,５５８円，過年度分 7,１７６万 6,０１８円，合計 9,８５９万 2,５７６円となっており，

平成１７年度に比べ，現年度は２９９万 2,７５８円減少する一方，過年度分については４

４万 9,５９８円増加している状況でございます。 

 ２点目の，具体的対策についてでございますけれども，新規滞納者対策としまして，新

たな滞納者を出さないための現年度対策，複数年高額滞納者対策としまして，分納管理と

納付誓約，滞納処分の２つを柱として，年間スケジュールを作成し，取り組みを強化して

きたところでございます。 

 ３点目の，滞納整理の実施状況についてでございますけれども，新規滞納者対策につい

ては，日常の滞納整理とは別に，年末と年度末に市税，国保及び介護保険について，現年

度を対象とし，一斉滞納整理を実施してございます。その結果を申し上げますと，年末一

斉滞納整理については，１２月１２日から４日間，３７名により６０４件を対象として行

いまして，徴収額は３５０件，５７９万 1,９５７円となっております。年度末一斉滞納整

理については，５月１０日から６日間，８７名によりまして８８１件を対象として行いま

して，徴収額は３９３件，５６９万 3,３３０円となっております。 

 次に，複数年滞納・高額滞納者対策でございます。経済不況の中で納め切れずに税が累



積してしまった滞納者については，生活実態を把握し，分納での納付を推進し，悪質な者

には滞納処分等厳しく対応するとともに，どうしても納め切れない滞納者については，法

に基づき欠損の処分をしているところでございます。 

 まず，滞納整理の実績を申し上げますと，職員が直接徴収したものでございますけれど

も，平成１６年度は６０９件，1,０９３万 3,８００円，１７年度は 2,４６９件，3,４１６

万 9,２５０円，１８年度は 5,９０２件，7,３４０万 6,１２５円，１９年度については，既

に 3,５１７万 1,５２1円を徴収してございます。 

 納付誓約につきましては，平成１６年度は４４件，4,３０８万 6,６４８円，１７年度は

１２４件，6,１００万 1,３１７円，１８年度は４１４件，１億 9,２４７万 7,７６３円，１

９年度につきましては１８９件，9,８０９万 1,２８８円となってございます。 

 次に，職員が滞納整理に出た件数についてでございますけれども，１６年度が１４０件，

１７年度が５９０件，１８年度が８２７件となっております。 

 次に，差し押さえの内容としましては，平成１８年度において，不動産５件，７４２万

7,９００円，預金３９件，１６１万 1,９４０円，国税還付金９件４９万 3,９８２円，生命

保険３件，８５万 4,４２１円，合計５４件，1,０３８万 8,２４３円でありまして，１９年

度についても，既に預金５件，７８万 2,２８９円の差し押さえを実施しているところでご

ざいます。 

 また，１８年度においては，茨城租税債権管理機構のほうに３３件，2,６８７万 2,２０

０円を移管したところでございます。 

 こうしました取り組みを行ってきた結果，市税全体の滞納繰越額の増加は，平成１７年

度の 4,１９３万 4,８６０円から 1,０５３万 1,００９円と，3,１４０万 3,８５１円を減少

することができました。これは，計画的な滞納整理の成果と分析をしているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（高木将君） 保健福祉部長。 

〔保健福祉部長 増子修君登壇〕 

○保健福祉部長（増子修君） 税収の確保の中で，国民健康保険税における滞納状況と具

体的対策及び実施状況についてお答えをいたします。 

 最初に，過去３カ年におけます滞納状況としましては，平成１６年度が，現年度分でご

ざいますが１億５７９万 7,３１０円，過年度分につきましては２億 4,２７２万４５４円，

平成１７年度でございますが，現年度分が１億 1,５３８万 2,７００円，過年度分が２億 6,

９８４万 6,５８３円。平成１８年度におきましては，現年度分が１億７０２万 7,４３４円，

過年度分が２億 9,１３２万 4,２０４円となっております。 

 次に，具体的対策及び実施状況でございますが，国民健康保険は，被保険者が高齢者を

中心とする無職者の割合が高い医療保険制度でございます。低所得者を中心に，保険税の

滞納が発生しやすい状況にございます。また，中途退職者などの受け皿としての保険制度



でもあるために，これらの国保税の収納対策につきましては，極めて困難な状況もござい

ます。 

 しかしながら，被保険者間の公平性の確保の観点から，各種対策を講じまして，個々人

に合った納税対策に努めているところでございます。具体的に申し上げますと，滞納整理

の実施でございます。２つ目には納税相談の実施，短期被保険者証の発行，国民健康保険

資格証明書の発行，滞納管理システムの導入等の対策を講じております。これらを実施す

る中で，平成１８年度の収納率につきましては，前年度と比較しまして，現年度分につい

ては 0.６６％増の９3.７５％，過年度分につきましては 4.０４％増の１6.３５％となって

おります。 

 なお，今後とも，臨戸訪問等を初め諸制度の活用を図りながら，収納率の向上に努めて

まいりたいと思っております。 

○議長（高木将君） 福祉事務所長。 

〔福祉事務所長 高橋正美君登壇〕 

○福祉事務所長（高橋正美君） 税収確保についての中の介護保険料の滞納状況等につい

てお答えいたします。 

 平成１６年度，現年度分の滞納額は４７５万 1,３００円，滞納者数２３９人，収納率９

8.６３％，過年度分の滞納額は３１２万 7,３４０円，滞納者数１５４人，収納率２1.０６％

で，催告書の送付１回，１６１件，督促状の送付７回，2,０９６件，電話による催告２１

３回，滞納整理３２０件を実施しております。平成１７年度，現年度分の滞納額は４３０

万 2,２００円，滞納者数２１９人，収納率９9.１１％，過年度分の滞納額は３８２万 3,０

００円，滞納者数１８７人，収納率１9.１０％で，催告書の送付１回，２７４件，督促状

の送付７回，2,５４４件，電話による催告４８１回，滞納整理３８１件を実施いたしてお

ります。平成１８年度，現年度分の滞納額は５６４万 2,３００円，滞納者数２２９人，収

納率９9.１７％，過年度分の滞納額は３４８万 7,２００円，滞納者数１６６人，収納率２

0.７５％で，催告書の送付１回，５５２件，督促状の送付７回，2,３４４件，電話による

催告６４２回，滞納整理５１７件を実施しております。 

 なお，平成１８年度から遺族年金，障害年金の受給者が特別徴収の対象ともなりました。 

 今後につきましても，年末，年度末の税務課と合同の滞納整理や，課独自の滞納整理，

電話による催告，各種申請時において，介護保険法に基づく滞納による給付制限等の説明

をするなどの納付指導を行い，さらなる滞納対策に取り組んでまいります。 

 次に，保育料の滞納状況等についてお答えいたします。 

 平成１６年度，現年度分の滞納額は５７万 4,７５０円，滞納者数１６人，収納率９9.５

７％，過年度分の滞納額は３５１万 1,９６０円，滞納者数４３人，収納率１0.４６％，合

計で，滞納額は４０８万 6,５３０円，滞納者数５９人，収納率９7.００％。平成１７年度，

現年度分の滞納額は２７４万 4,６９０円，滞納者数２５人，収納率９8.２９％，過年度分

の滞納額は３４２万 6,４４０円，滞納者数４４人，収納率１6.１５％，合計で，滞納額は



６１７万 1,１３０円，滞納者数６９人，収納率９6.２５％。平成１８年度，現年度分の滞

納額は１４２万 5,１３０円，滞納者数２３人，収納率９9.０７％，過年度分の滞納額は４

７４万 2,０５０円，滞納者数４４人，収納率２3.１５％，合計で，滞納額は６１６万 7,１

８０円，滞納者数６７人，収納率９6.１５％であります。 

 課題といたしまして，過年度分の解消，特に卒園者に対する徴収が課題と考えておりま

す。徴収対策につきましては，公平・公正を重視し，毎月定期的に戸別訪問，電話による

催告，また保育園との連携を図り，保護者の生活状況等の把握を行いながら，生活困窮や

悪質な滞納者に対する徴収方法等を工夫し，滞納整理に努めているところであります。 

 今後の対策としまして，現在徴収方法を，納付者に対して便利で負担軽減を図ることと

して口座振替方式を採用しておりますが，現金納付と違い，滞納の温床とも考えられるこ

とから，在園する滞納者については，納入袋による現金納付に切りかえ，卒園者について

は戸別訪問の強化，勤務先のへ訪問等，徴収方法について研究・検討しながら，新規の滞

納者を抑制し，過年度分の徴収に努めてまいります。 

 次に，難病患者に対する見舞金制度の創設についてであります。 

 本市においては，市議会採択請願に対して，平成１２年５月２５日付議長あてに，国や

県の動向，県内各市の状況などを見きわめながら対処すると報告しております。また，難

病患者に対して見舞金を給付している県内の市町村は２６市町村であり，なお，水戸市を

初め，隣接する市では，日立市，那珂市，常陸大宮市，高萩市は未実施でありますが，難

病患者の経済的負担の軽減等生活を支援する福祉手当制度を，来年度から実施に向け具体

的に検討してまいります。 

 さらに，日常生活を支援する居宅生活支援事業についても，各事業対象者の要望等を把

握し，できる事業から取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に，少子化対策についてのうち，いばらき子育て家庭優待制度への市としての連携と

準備についてですが，連携としましては，カードの配布を市町村が学校や市町村の窓口で

行うこととし，配布時期は１０月１０日ごろを予定しており，その準備として，対象世帯

の報告締め切りが９月中旬ごろまでとなっており，確認後準備を進めているところでござ

います。 

 次に，市内企業との子育て支援企業の連携ですが，市の子育て対策として，次世代育成

支援地域行動計画を策定し，これにより推進しているところでございますが，今まで企業

との連携ということは行ってきませんでした。今後，どういうことが連携できるか調査・

研究を行い，家庭の子育てに対し企業にも協力をいただき，仕事と育児が両立できる環境

づくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（高木将君） 建設部長。 

〔建設部長 川又和彦君登壇〕 

○建設部長（川又和彦君） 初めに，税収の確保についてお答え申し上げます。 

 市営住宅使用料についてでございます。 



 まず，市営住宅の管理戸数でございますけれども，常陸太田地区につきましては，３４

団地５０９戸，同様に金砂郷地区，１団地１０戸，水府地区，５団地６４戸，里美地区，

６団地５６戸の，合計４６団地６３９戸となってございます。 

 過去３カ年の市営住宅使用料等の地区別の滞納状況についてでございます。平成１６年

度は，常陸太田地区で当該年度６５６万円，過年度５５７万円，金砂郷地区につきまして

は，当該年度，過年度とも滞納はございませんでした。水府地区で当該年度１８万円，過

年度の滞納はございませんでした。里美地区で当該年度２０３万円，過年度２８８万円。

したがいまして，平成１６年度は，当該年度合わせまして８７７万円，過年度は合わせま

して８４５万円，合計の 1,７２２万円となってございます。 

 平成１７年度でございます。同様に，常陸太田地区で当該年度が７４０万円，過年度９

３２万円，金砂郷地区につきましては，当該年度，過年度とも滞納はございませんでした。

水府地区で当該年度１４万円，過年度３万円，里美地区で当該年度１６２万円，過年度４

８１万円となっており，当該年度合わせて９１６万円，過年度合わせて 1,４１６万円の，

総合計 2,３３３万円となってございます。 

 平成１８年度につきましては，常陸太田地区で当該年度７００万円，過年度 1,３０７万

円，金砂郷地区で当該年度６万円，過年度はございません。水府地区で当該年度１２万円，

過年度６万円，里美地区で当該年度１４９万円，過年度６０６万円となっており，当該年

度合わせて８６７万円，過年度合わせて 1,９１９万円の，総合計 2,７８６万円となってご

ざいます。 

 次に，具体的対策とその実施状況についてでございます。まず，これまでも実施してま

いりました夜間一斉滞納整理でございます。これは，１班２名の２班体制でほぼ毎月実施

しており，今年度も継続して実施しているところでございます。今後は，連帯保証人への

督促を行うため，滞納整理などと合わせて，入居者への通知を行っているところでござい

ます。また，滞納整理要項の制定につきましては，県の要項でありますとか，他市の要項

を参考に，転居，差し押さえ予告，強制執行などの手続の検討を進めているところであり，

年内目途に作成してまいりたいと考えております。 

 次に，下水道使用料についてでございます。 

 下水道関連の使用料は，公共下水道事業，農業集落排水事業，戸別合併処理浄化槽設置

整備事業，地域下水道事業よりなってございますので，合算いたしました数字でご報告申

し上げます。 

 過去３カ年の使用料についての滞納状況についてでございます。平成１６年度は，現年

分３８１万円，過年度分６４５万円，合計 1,０２６万円，平成１７年度は，現年度分３９

６万円，過年度分９０４万円，合計 1,３００万円，平成１８年度は，現年度分４００万円，

過年度分９５４万円，合計 1,３５４万円でございます。 

 次に，具体的対策とその実施状況についてでございます。まず，滞納につきましては，

多くは銀行口座の残高不足による口座引き落とし不可，または納め忘れ等でございまして，



これらを解消するために，督促につきましては年３回未納通知を発送し，再々振替通知ま

で実施してございます。また，年３回の全戸訪問を年４回に，年末に滞納世帯全戸訪問を

実施しているところでございます。さらに，今後は，滞納整理計画表を作成し，毎月計画

的に実施するとともに，夜間及び休日の戸別訪問を計画し，徴収率の向上に努めてまいり

たいと存じます。 

 次に，県道・市道の改良工事についてお答え申し上げます。 

 初めに，県道常陸那珂港山方線についてでございます。まず，県が整備を進めておりま

す木島橋の架設状況及びアクセス道路としての小島町地内の道路整備の見通しについてで

ございます。 

 これまで，市長を先頭に，国・県に対し鋭意要望してまいりました延長３８5.９メート

ルの木島橋は，昨年度末までに下部工の橋台２基と橋脚６基すべてが完成し，さらに今年

度と来年度の２カ年で，上部工の橋げた等を竣工させまして，供用開始する予定となって

ございます。 

 一方，議員ご指摘の木島橋から金砂郷地区へとアクセスする小島町内の現道につきまし

ては，線形がクランクとなっており，大型車両等の交通に支障を来たすことが予想されま

すことから，円滑な交通確保のため，今年度，バイパスルート選定のための調査を行う予

定となってございます。 

 次に，三又交差点から湯けむりの郷に至る上宮河内及び下宮河内地内の整備状況につい

てでございます。湯けむりの郷に至る上宮河内地内の延長約８００メートルの現道拡幅区

間につきましては，県は用地の取得を既に完了しておりますことから，本年度，一部区間

の工事に着手する予定となってございます。また，県道常陸太田烏山線の三又交差点を含

む下宮河内地内の延長約７００メートル区間につきましては，地すべり危険箇所となって

おりますことから，交差点の形状及び安全対策など，道路構造の検討を行っているところ

でございます。 

 次に，宮の郷工業団地から中利員町までの道路改良に対する認識と今後の取り組みにつ

いてでございます。この路線は，金砂郷地区を南北に縦貫し，常陸那珂港の整備効果を県

北に波及させるための本市の広域的幹線道路として重要な路線となっているものでござい

ます。 

 今後の取り組みでございます。これまで県では，木島橋の架設工事及び上宮河内，下宮

河内地内の改良工事の早期完成に向けまして資金を集中してまいりました。このうち，木

島橋につきましてはその供用が見えてまいりましたことから，今後は，議員ご指摘のこの

区間の事業化に向けたルートの選定を強く県に要望してまいりますので，ご支援を賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

 次に，県道２９号常陸太田烏山線，棚谷町地内の狭隘区間対策についてでございます。

この区間につきましては，議員ご指摘のとおり交通安全を図る必要がありますことから，

県におきましては，平成２０年度に側溝にふたをした上で，路面を舗装するなどの対策工



事を実施する旨，協議が調ったところでございます。 

 次に，市道の高柿千寿線道路改良工事の経過と今後の具体的展望についてでございます。

この路線は，高柿町の県道富岡玉造常陸太田線から入千寿まで 3,７４０メートル区間を整

備するもので，このうち下千寿から千寿公民館までの９００メートル区間が，既に平成１

８年度までに完成してございます。残りの公民館から入千寿まで約 1,２００メートル区間

につきましては，平成２０年度から用地測量及び用地取得に着手し，国庫補助の事業とし

て，早期完成に向け，その整備推進に努めてまいります。なお，県道から下千寿までの 1,

６４０メートル区間につきましては，事業進捗を見ながら検討してまいりたいと存じます。 

 最後に，県道和田上河合から南中学校までの狭隘道路となっております南中線の整備見

通し及び幼稚園，小学校，中学校生徒の安全対策上の県道への信号設置についてでござい

ます。この延長約４００メートル区間のうち，南中学校から旧道までの１７０メートルの

区間につきましては，平成１９年度測量調査及び道路詳細設計を実施しておりますことか

ら，引き続き，平成２０年度から用地の取得に着手する予定となってございます。また，

旧道から東側の７０メートル区間につきましては，延長が短いことから，平成２０年度に

用地の取得と工事をあわせて実施することとしてございます。さらに，東側の１６０メー

トル区間につきましては，今後の事業の進捗を踏まえ，検討してまいりたいと存じます。

また，信号設置につきましても，既に県に要望し，現地調査を行ったところでございます

ことから，交通安全確保のため，再度県に設置要望を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（高木将君） 教育長。 

〔教育長 小林啓徳君登壇〕 

○教育長（小林啓徳君） 税収の確保に関連して，学校給食費未納に係る状況と対策につ

いてお答えをいたします。 

 学校給食費の３年間の未納状況でございますが，平成１６年度の現年度未納額２９万 1,

４６０円，過年度未納額１７万 8,０００円，合計４６万 9,４６０円，収納率９9.８１％で

ございます。続いて，平成１７年度の現年度未納額４０万 3,４００円，過年度未納額２３

万 2,２６０円，合計６３万 5,６６０円，収納率が９9.８０％でございます。平成１８年度

でございますが，現年度未納額が６４万 1,５４０円，過年度未納額が３１万 4,８６０円，

合計９５万 6,４００円でございます。収納率が９9.６８％になってございます。 

 学校給食費の徴収につきましては，学校において，保護者から口座引き落としにより毎

月徴収をしており，未納世帯については，学校長名で文書による催促，あるいは臨戸訪問

により随時徴収に当たっているのが現状でございます。 

 今後の対策といたしましては，学校と連携を密にするとともに，学校長並びに給食セン

ター長連名による催促状の発布，それから悪質未納世帯については，合同による滞納整理

を計画的に実施，さらに保護者の理解を得るため，学校だよりや，あるいはＰＴＡ総会等

で周知を図りながら未納世帯の解消に努めてまいります。 



○議長（高木将君） 水道部長。 

〔水道部長 西野勲君登壇〕 

○水道部長（西野勲君） 税収の確保の中で，水道料金についてご答弁申し上げます。 

 初めに，水道料金の３カ年の滞納状況についてでございますが，上水道事業の１９年度

への繰り越した内容で申し上げますと，１６年度分が３０３件，９３万 1,８０２円，１７

年度４５１件，１６９万７２７円，１８年度１万 6,９１１件， 6,４９０万 2,３０１円で

ございます。１８年度分につきましては，太田地区の３月分１万 4,４５３件，5,１６０万

5,１５６円が４月末の納期となっているため，繰越額が大きくなってございます。なお，

８月末現在で申し上げますと，１８年度分の滞納額は８２６件，３３９万 2,８０６円とな

っております。収納率で９9.６３％でございます。 

 次に，簡易水道事業の滞納繰越でございますが，１８年度分が４８８件，１８３万 4,１

９３円，１７年度分が３２４件，１０４万 6,２８９円，１６年度分が２４２件，９６万 5,

８４１円でございます。 

 次に，具体的対策についてでございますが，未納者対策といたしまして，督促状，臨戸

訪問，給水停止予告書，給水停止通知書などを送付しまして，早期徴収に心がけ，徴収率

の向上に努めているところでございます。また，納付相談等を行い，確約書の提出をいた

だき，完納できるよう指導を行い，それでも納付されない方には，条例に基づき給水停止

処分を行っているところでございます。 

 １８年度の実施状況につきましては，督促，給水停止予告，給水停止通知などの文書に

よる通知が７３回で，4,８５１件に対し納入の催告を実施してきたところでございます。

それでも，納入がされなかった方には，停水の執行を１０回で１３１件に対し実施をして

おります。 

 今後につきましても，今まで同様に，公平･公正性を保つためにも，徴収率の向上に努め

てまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（高木将君） 市民生活部長。 

〔市民生活部長 綿引優君登壇〕 

○市民生活部長（綿引優君） ４の環境バッグについてのご質問にお答えいたします。 

 最初に，市内の交付状況とその意義，意識づけの対策についてでありますが，今回の環

境バッグにつきましては，常陸太田市街をきれいにする運動推進協議会の予算で，全戸配

布をしております。この協議会は，昨年度まで町会長制度が未統一のため，変則的な支部

を設立し，それぞれの予算に応じた活動内容であったことから，常陸太田地区が平成１８

年度，残る３地区が平成１９年度と，環境バッグの配布時期が異なったものであります，

なお，今年度５月総会において，町会を単位とする常陸太田市街をきれいにする運動推進

協議会が誕生しておりますので，今後は，統一した事業展開が図れるものと思っておりま

す。 



 意義及び意識づけについては，地球温暖化防止対策など環境型社会形成に向けた取り組

みの一環として，資源の有効利用とごみ減量化の観点から，レジ袋など削減運動の推進を

図るため行ったものであります。 

 次に，これらの実施に伴う店舗等の事前連携でありますが，この環境バッグの利用促進

を図るため，６月初旬に，ごみゼロの日運動に合わせ，市内大型店のかわねやフェスタ店，

マックスバリュー太田店の理解を得て，消費者団体等と一緒に店頭ＰＲ活動を行いました。

その他の店舗等については事前連携はありませんでしたが，今後は，商工会等を通して，

市内小売店に働きかけを行ってまいりたいと考えております。 

 また，当市にはエコショップ制度がありまして，現在，５店舗を認定し，空き缶，空き

瓶の店頭回収の実施などの協力を得ておりますが，認定対象項目に，レジ袋の削減のため

の買い物かごなど持参促進についてがありますので，特に中型店に，特典などを含めたエ

コショップ認定店へ働きかけを行ってまいります。 

 続いて，レジ袋の削減等検証については，里美地区の配布が７月下旬と大幅におくれま

したことから，レジ袋の削減等検証の実施には至っておりませんが，店頭でのＰＲ活動後

はマイバッグ持参の方を時々見かけますので，その効果は出てきているものと思っており

ます。 

 さらに，マイバッグ運動の推進については，先月「マイバッグを活用しましょう」のチ

ラシを各戸配布したところですが，今後も，店頭でのＰＲ活動を含め，地道な推進を図っ

てまいりたいと考えております。 

○議長（高木将君） 消防長。 

〔消防長 篠原麻男君登壇〕 

○消防長（篠原麻男君） ４点のご質問がありました。順次お答えいたします。 

 まず，１点目の，改正消防法及び条例改正後の市民への認識浸透策と具体的対応状況に

ついてでございますが，住宅用火災警報器等は，近年増加傾向で推移している住宅火災に

よる死者数の低減対策として，平成１６年６月に消防法が改正され，全国一斉一律の住宅

に設置が義務づけられたところでございます。当市としましても，平成１７年９月に常陸

太田市火災予防条例の一部を改正し，設置義務化に伴う普及啓発活動を実施してまいりま

した。 

 具体的な対応策としましては，条例改正直後並びに新築住宅に対する義務化開始時期に

あわせ，市広報紙及び市民生活ガイドに設置方法などを掲載し，周知を図り，また，火災

予防に関心の高まる秋，春の火災予防運動に合わせ，継続的に市広報紙を活用し，設置推

進を実施しているところでございます。また，秋，春の火災予防運動の一環としまして，

不特定多数の方々が出入りする店舗の一角で住宅用火災警報器等設置推進リーフレットの

配布，救急講習会を初めとする各種講習会並びにに各事業所などで実施する消防訓練時に

おいても設置推進リーフレットを配布しながら，直接市民に対し，住宅用火災警報器等の

性能，効果等を広く認識していただけるよう取り組んでいるところでございます。さらに，



地域社会の安全安心のために，常日ごろから活動している消防団，あるいは婦人防火クラ

ブに対しましても，住宅用火災警報器等の設置推進に対する連携・協力を確立していると

ころでございます。さらに，市の関係部課との連携としましては，保健福祉部，税務課に

対し，住宅用火災警報器等の設置推進に対する協力をお願いしているところであり，常陸

太田市まちづくり出前講座の有効活用，市民バス車内への設置推進ポスターの掲示など，

関係部課に依頼しているところでございます。 

 当本部としましても，より多くの市民に住宅用火災警報器等の重要性を認識していただ

けるように，関係部課との連携体制をさらに強化し，住宅用火災警報器等の設置推進施策

の拡充を図りながら，安全で安心して暮らせるまちづくりに取り組んでまいります。 

 次に，２点目の，平成２０年６月までの設置猶予を設けた既存住宅についての具体的展

望でございますが，既存住宅に対する住宅用火災警報器等の設置猶予期間については，火

災による死者の低減の目的からすれば，本来，新築住宅と同時期の平成１８年６月１日と

すべきところでございますが，設置義務化に伴う普及啓発を十分に図り，市民の理解を得

た上で義務化することが適当であると考え，総務省消防庁から示されました原則どおりの

２年間を設けたところでございます。また，既存住宅に対する設置義務化が開始するまで

残すところあと９カ月でございますが，さきにお答えいたしましたとおり，住宅用火災警

報器等の設置推進活動を積極的に取り組んでまいりたいと思います。 

 次に，３点目の，市内の取りつけ状況及び過去５年間の市内の火災発生状況についてで

ございますが，平成６年度からの消防事務委託締結期間を含む過去５年間の当市消防本部

管内では，２１５件の火災が発生しており，種別ごとでは，建物火災が８３件，林野火災

が２８件，車両火災が２５件，その他の火災が７９件となっております。平成１４年には

６６件発生していた火災も，近年は減少傾向で推移し，昨年は３２件と大幅に減少はしま

したが，過去５年間において，高齢者を含む市民６名の尊い生命が住宅火災の犠牲となっ

ております。また，全国の平成１８年における火災の状況といたしましても，前年と比較

し，出火件数，死者数，損害額等は減少しているものの，住宅火災による死者数が依然 1,

０００人を大きく超えているということでございます。住宅防火対策の充実徹底が重要で

あると考えられております。 

 先ほどご質問のありました，当市における住宅用火災警報器の取りつけ状況でございま

すが，個人の住宅における防火・防災対策は自助努力が原則であり，市民社会における自

己責任の範囲内でございますので，設置義務化に伴い，届け出義務を課していませんし，

未設置に対しましても罰則規定は設けられておりません。しかしながら，広く市民に対し

住宅用火災警報器等の普及啓発活動を適正に実施していくためには，設置率を把握するこ

とも重要でございますので，税務課の家屋評価業務を初め関係部課に協力を依頼しながら，

また，回覧板等を活用した無記名アンケート方式の採用を検討していきたいと考えており

ます。 

 次に，４点目でございますが，当面の措置としての，７０歳以上の高齢者だけで住む世



帯への配布設置についてでございます。全国において，放火，自殺者を除く住宅火災によ

る死者数のうち，高齢者が占める割合が約６割で近年推移していることから，今後の高齢

化社会の進展に伴い，さらなる危機感を抱いているところでございます。 

 そこで，高齢者世帯に対する住宅用火災警報器等の設置推進につきましては，地域福祉

に献身的に活動されています各地区の民生委員の方々に，普及啓発活動に対する協力を依

頼しているところでございます。また，高齢者世帯は，悪質な訪問販売業者にねらわれや

すい傾向にありますので，被害に遭わないよう，予防対策の注意喚起もあわせてお願いし

ているところでございます。 

 なお，高齢者世帯に対する住宅用火災警報器等の配布につきましては，高齢者の負担を

軽減すべきであると考えますが，消防法改正に伴い，国や県において新たな補助事業を設

けていないというのが現状でございますので，従来より保健福祉部で所管されております

高齢者日常生活用具給付事業の有効活用をお願いしているところでございます。 

 また，災害時の対策の１つとしまして，ひとり暮らしのお年寄りなどの安否を把握，支

援するために，保健福祉部と連携協力して，ボタン１つで消防機関に災害通報できる緊急

通報システムを平成３年から運用してございますし，一昨年には，８０歳以上のひとり暮

らし世帯を対象とした訪問防火診断を実施し，火災予防に関するポイントなどについて指

導しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（高木将君） 政策企画部長。 

〔政策企画部長 江幡治君登壇〕 

○政策企画部長（江幡治君） 少子化についての中で，政策企画部関係のご質問にお答え

をいたします。 

 少子化対策につきましては，総合計画の前期基本計画におきまして，今後５年間に緊急

に力を注ぐべき施策の１つとして，ストップ少子化若者定住戦略を掲げております。この

戦略では，結婚の推進事業を初め，地域ぐるみの子育て支援体制の強化，子育て家庭への

支援の充実，働く場の創出として，工業団地への企業誘致の促進等の施策を掲げて推進を

しております。 

 また，近年の少子化対策におきましては，ワークライフバランス，つまり仕事と生活の

調和，これらの重要性が言われており，企業との連携等につきましては，先ほど福祉事務

所長のほうからお答えをいたしましたけれども，行政と企業が連携をして子育て環境を整

備していくということは，重要であるというふうに考えております。今後，本市の実情に

合わせて，子育て環境の整備に向けた施策の検討をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 なお，本年度男女共同参画セミナーにおきまして，仕事と生活の調和による少子化への

取り組みをテーマとしております。 

 次に，いばらき出会いサポートセンターとの連携でございますが，現在，市内では，マ



リッジサポーターが７名登録されております。今後も，サポーターの登録，それから結婚

希望者のセンターへの登録を推進していくこととしております。なお，サポートセンター

との共催事業の開催につきましても協議をしているところでありますが，県北地区，ある

いは県西地区におきましては，参加者が少ないということで，事業計画を中止せざるを得

ないというような状況もあるということで，大変厳しい状況でございます。 

 また，市内の結婚推進事業につきましては，平成１９年度から，従来の結婚相談員制度，

それから結婚媒酌報償金制度，これらの見直しをしまして，結婚対象者の視点から効果的

な事業の展開が図られることができるよう，市内のＮＰＯ法人グリーンピュア常陸太田に

事業を委託しております。本年度は，１０月に愛の架け橋バスツアー，それから１２月に

クリスマスパーティーの開催を企画しております。この愛の架け橋バスツアーにつきまし

ては，現在，参加者を募集しているところでございます。 

 次に，少子化対策を展望した企業誘致等についてのご質問でございますが，昨年度，企

画課に専任職員１名を配置しまして，企業誘致活動を進めてまいりました。そして，こと

しの４月に企画課の中に企業誘致推進室を設置しまして，２名体制とし，これまで以上に

情報の収集と誘致活動の推進に取り組んでいるところでございます。これまで，常陸太田

工業団地に，県内の企業２社の立地が決定しております。そして今月，ハイテクパーク金

砂郷工業団地へ県外の企業１社の立地，それから既存企業の１社が増設を決定しておりま

す。これらの企業の立地に伴いまして，それぞれが操業したときには，合わせて５０名以

上の新規雇用が見込まれるというふうに考えております。現在も，具体的な立地に向けて，

引き続き１０社と交渉を行っておりますので，徐々に成果が出てくるものと考えておりま

す。 

 また，企業立地促進法に基づく協議会の設置についてでありますが，現在，茨城県と，

本市を含みますひたちなか市以北の９つの市町村，商工会議所，商工会，大学の研究機関，

こういったもので構成をします茨城県県北地域産業活性化協議会を１１月に設置するとい

うことで，現在，協議・調整を進めております。 

 以上でございます。 

○議長（高木将君） １１番茅根猛君。 

〔１１番 茅根猛君登壇〕 

○１１番（茅根猛君） ただいまそれぞれ詳細にご答弁をいただきました。行政の意思も

おおむね酌み取ることができましたので，２回目は的を絞って，再度質問をしたいという

ふうに思います。 

 まず，税収の確保の問題でありますけれども，今回の収納体制の強化，いわゆる収納対

策本部の設置等々については，おおむね理解をいたしました。私も期待をしております。

そこで３点伺いたいと思います。 

 １つは，税収の確保の問題については，さきの監査委員の１８年度監査指摘にもあるよ

うに，一般会計，特別会計合わせて収入未済額が，１７年から１８年となりますけれども，



１２億 1,６００万円と前年に比して 4,７５０万円の増加となっております。したがって，

監査委員の方々から，収入未済額の解消は，自主財源の確保，市民負担の公正・公平の観

点から極めて重要であるので，収入未済額が生じた場合の迅速な対応に努めるとともに，

収納状況に応じた効果的かつ重点的な収納対策を講じられたいという監査委員の意見が付

されております。それらも十分意識をした収納対策本部の本部会議，あるいは調整会議と

していただきたいと，強くお願いをするところであります。 

 そして，２つ目でありますけれども，収納対策本部を運営していく上で重要なのは，チ

ェック体制を有効に働かせ，的確な滞納事務処理に努めることだというふうに理解をして

おります。私もいろいろリサーチをさせていただきました。いま一足りないのは，きのう

もＰＤＣＡの話が沢畠議員のほうからありましたけれども，プラン・ドゥーまでは一生懸

命やるんですけれども，チェック・アクションがいま一不十分だろうと私は認識をしてお

ります。したがって，計画をし，実施をして，その後，現状把握をして，善し悪しを十分

チェックをする。そして，悪しものをしっかり対策を打つ，フォローをする，目的を持っ

て取り組むということだろうというふうに思っています。したがいまして，そういう的確

な事務処理に，ぜひご努力を願いたい。それには，把握，あるいは指導，指示がだれがど

のように統括するのかが極めて大事であります。その点についてお伺いをいたします。 

 ３つ目が，先日，自治体財政の借金体質度合いを示す０７年度実質公債費比率が公表さ

れました。当市は，０６年度１3.４％から，０７年度１4.３％と悪化しております。現状

と今後の改善見通しについてお伺いをしておきたいというふうに思います。 

 難病患者に対するいわゆる見舞金制度，福祉手当制度でございますけれども，先ほどご

答弁の中で，福祉手当及び居宅生活支援事業については，来年度から実施をしていただけ

るという結論づけをいただきました。関係者にとっても，一歩踏み出せるものというふう

に考えます。関係者にかわってお礼を申し上げなければならんと，こんなふうに考えてお

ります。 

 ３つ目は，県道・市道の道路改良について申し上げます。木島橋アクセス道路としての

小島町地内道路は，現在クランク状態であります。木島橋の供用開始までに完成させるこ

とが，必須条件だというふうに認識しています。一方で，現在，県道までの取りつけ道路

が急ピッチで進められている反面，その先の道路に対する地元住民の認知がないわけであ

ります。したがって，１日でも早い地元住民等への対応をすべきであると考えますが，い

かがでしょうか。 

 ２つ目が，下宮河内地内の一部曲線の問題であります。約１００メートルの危険箇所避

難対策と，安全確保上の道路改良について申し上げます。１７年３月議会において，私も

提起させていただきました。そのときに，執行部のほうから，危険箇所，特に下宮河内地

内の一部箇所について，退避場設置に関し，用地等地元の協力が整い次第，交通安全面を

考慮して，土木事務所に働きかけるとしておりましたが，現状までの経過と今後の道筋を

お示し願いたいというふうに思います。 



 ３つ目は，特に宮の郷工業団地から中利員への道路改良に関してであります。平成１４

年１１月の地元推進協議会の立ち上げ後，県土木部長への陳情，また，調査費要望書の提

出など，地元住民の悲願はもとより，宮の郷工業団地の分譲促進にもつながる産業振興道

路としても極めて重要な路線であり，市としてもその前提に立って対策強化を図るべきで

あると考えますが，いかがですか。 

 ４つ目は，千寿線についてであります。1.５車線の問題も含め，市当局と地元住民との

話し合い結果を前提に，速やかな整備促進が図られるという理解に立ってよろしいのかど

うか，見解を伺います。 

 ５つ目は，南中から旧道までの１７０メートル区間の中で，とりわけ県道から南中まで

の約１００メートル区間については，現在，極めて狭い道路状況の中で，約３５０名の幼・

小・中学生が，一定時間内に自転車を含め往来し，なおかつ，昨今は団地造成の業者トラ

ックの出入りが大変多ございます。したがいまして，安全対策上１日も早い改良が待たれ

ている状況にあり，前倒しの改良をすべきと考えますが，いかがですか。 

 続いて，環境バッグについてであります。本件については，資源の有効利用とごみ減量

化，すなわちレジ袋の削減として，おおむね２６０万円かけて取り組んでいるものであり，

その効果検証は，アンケート行動を含め行うべきと考えますが，いかがですか。また，ノ

ーレジ袋デーの設定とあわせて，各地区大中規模程度の店舗等でのデモンストレーション

を行うなど，その推進の充実を図ってはいかがでしょうか。そして，それらの検証の中か

ら，マイバッグ，いわゆるオリジナルバッグ推進への展開検討をしていくことも必要では

ないかと考えます。 

 次に，住宅用火災警報器の設置についてであります。当市においても，過去５年間で高

齢者を含む６名の尊い命が住宅火災の犠牲になっていることとあわせ，改正消防法及び当

市の火災予防条例の改正の指示を前提に，特に既存住宅への対応に当たって，各地の周知

徹底はもとより，アンケート方式採用結果に基づく具体的チェック・指導体制の構築を求

めておきたいというふうに思います。また，市営住宅に対する取り組み状況についてもお

伺いをしておきたいというふうに思います。 

 最後に，少子化対策についてであります。少子化対策に関しては，先ほどのご答弁にも

ありました。家庭を持ち，安心して，職場を持ちながら子供を産み育てることのできる環

境づくりに向けて，市としても企業等との連携についての重要性，必要性について認識を

し，今後，検討していく旨の答弁がございました。私は，近年の少子化対策において，極

めて重要な位置づけになってきているのは，むしろワークライフバランス，いわゆる仕事

と生活の調和，いわゆる企業にもご協力をいただき，仕事と育児が両立できる環境づくり

だというふうに考えております。そういう意味で，ぜひ時間をかけずに調査研究を行い，

その実現に向けて取り組んでいただくことを強く要望しておきたいと存じます。今後の検

討状況を重視していく考えも，あわせて要望しておきたいというふうに思います。 

 これで，２回目の質問を終わります。 



○議長（高木将君） 答弁を求めます。市長。 

〔市長 大久保太一君登壇〕 

○市長（大久保太一君） 茅根議員の税収確保について，再度のご質問にお答えをしたい

と思います。 

 ３点ご質問がございました。１点目につきましては，平成１８年度の決算にかかわりま

す監査委員からの審査意見，さらには，収納対策本部を立ち上げて動かしていく上での活

動内容を充実せよと，こういうお話でございます。 

 収納対策本部につきましては，先ほど言いました監査委員からのご指摘，あるいは，こ

れを踏まえまして，本部長であります副市長を中心といたしまして，収納対策に当たって

まいりたいというふうに思います。もちろん，１回目のご答弁で申し上げましたように，

定例的なチェック体制といいますか，フォローアップ会議等を充実させまして，そこでの

問題点等についてクリアにして，その対応策を整えながらやってきたいというふうに思う

ところでございます。 

 ３点目の，実質公債費に関してでございますが，平成１８年度の実質公債費比率につき

ましては，前年に比べまして 0.９ポイント上昇いたしまして，１4.３％となっております。

この上昇しました理由でございますが，１つは，その分子となります一般会計の公債費，

あるいは公営企業会計への公債費の繰り出しが増額になったこと，併せまして，これを割

り返します分母のほうでありますが，標準財政規模が，普通交付税の減額によりまして減

少したことによるものでございます。 

 なお，この実質公債費比率につきましては，３カ年間の平均値で公債費比率を算出いた

しますことから，今後の見通しでございますが，実質公債費比率が高くなるピークといた

しましては，平成２０年及び２１年度ごろというふうに，今，推測をいたしておるところ

でございます。きちっとした比率を申し上げておりませんのは，一般会計の予算等を組ん

でからでないと，あるいは決算が出てからでないと申し上げられないということから，平

成２０年，２１年度となる見込みであります。その背景といたしましては，平成１９年度，

本年度につきまして，この償還額のピークを迎えております。こういうことから，さらに

実質公債費比率が上がっていくというふうに見込んでおります。 

 なお，このピーク時におきまして，どの程度まで上がるのかということを推計いたして

おりますが，大体１5.４％ぐらいまで行くのではないだろうかというふうに思うところで

あります。起債の許可制の基準であります１８％まで行くことはございませんが，これか

ら少しずつ上がっていく傾向にあります。そして，公債費につきましては，本年度，１９

年度がピークでありますので，これから徐々に下げていくという方向で，今，執行してい

るところでございます。 

 そのために，予算編成時等におきましては，新たな起債の発行を年間２５億円程度に抑

制する，言いかえますと，償還金，元金の８０％以内をもって新たな起債をしていくとい

うことをしているところでありまして，引き続きこのことを実行すると同時に，長期投資



の多額を要します事業の精査，あるいは経費の削減，そういうことを進めまして，先ほど

来ご質問のございました財源の確保とあわせまして，実質公債費比率の上昇を食いとめた

いというふうに考えているところでございます。実質公債費比率につきまして，起債額が

もとになるわけですが，公債費の起債残高を減らしていきたいという強い意志を持って，

今，特に一般会計等の予算を編成しているという状況下にございます。 

 しかし，今後の大きな事業について申し上げますと，例えば衛生費におけますし尿処理

に関する里美クリーンセンターの改築工事，あるいは教育費に関連します小中学校等の統

廃合にかかわる費用，さらには，学校施設の耐震化の費用，そしてまた，特別会計，企業

会計等に関しましては，上水道，あるいは簡易水道について，その基盤を，きちっと整備

を整える必要がある。さらには，下水に関しましては，農集排事業等も含めて，これを整

備していく必要がある。福祉の充実，あるいは安全の確保という点からも，生活基盤の整

備はまだまだ進めなきゃいけないところがございます。これらがございますけれども，冒

頭申し上げましたように，このバランスをよく考えながら，起債についても抑えながらや

っていくつもりでございます。 

○議長（高木将君） 建設部長。 

〔建設部長 川又和彦君登壇〕 

○建設部長（川又和彦君） 再度のご質問にお答え申し上げます。 

 初めに，木島橋のアクセス道路に関する地元小島町への対応についてでございます。こ

の道路は，とりわけ金砂郷地区の活性化のために重要な路線となっており，その整備に当

たりましては地元の皆様のご協力が何よりも必要でありますことから，ルート確定後，速

やかに地元との協議に入りますよう県に働きかけてまいります。 

 次に，下宮河内地内県道の避難対策等安全確保についてでございます。県では現在，現

道拡幅区間の用地取得を進めておりますことから，地元の協力が得られ次第，待避所設置

など，この区間の安全を確保するために必要な工事を早期に整備するよう，県に要望して

まいります。 

 次に，宮の郷工業団地から中利員までの道路についての市としての対策強化についてで

ございます。この路線は，議員ご指摘のとおり，本市の重要な広域的幹線道路として，ま

た地域振興を図るための重要な路線となっておりますことから，引き続き，事業化に向け

ルート選定を強く県に働きかけてまいります。 

 次に，市道千寿線の進め方についてでございます。1.５車線道路しての整備方針につき

まして，地元のご理解を賜りましたことから，用地の取得などご協力をいただきながら，

早期完成に努めてまいります。 

 次に，市道南中線の進め方についてでございます。南中学校から旧道までの１７０メー

トル区間につきましては，通学道路にもかかわらず，現在歩道がない状況となっておりま

すことから，交通安全確保のために，優先区間として，地元の用地の協力をいただきなが

ら，平成２１年度の早期の工事着手について検討してまいりたいと思います。 



 最後に，市営住宅における火災警報器の設置状況についてでございます。市におきまし

ては，常陸太田市火災予防条例に，平成２０年５月までに火災警報器を設置することが定

められておりますことから，建てかえ予定の磯部町団地と，老朽化が進み，撤去が予定さ

れております新宿町団地１を除く４４団地につきまして，昨年度と今年度の２カ年で設置

を完了することとしてございます。 

 以上でございます。 

○議長（高木将君） 市民生活部長。 

〔市民生活部長 綿引優君登壇〕 

○市民生活部長（綿引優君） 環境バッグについて，２回目３点のご質問がありましたの

で，お答えいたします。 

 最初に，削減等の検証についてでありますが，その費用対効果を考えますと，当然にそ

の削減等を検証すべきものと考えておりまして，店頭での実態調査やアンケート調査を年

度内に計画しているところでございます。 

 ２点目の，ノーレジ袋デーについてでありますが，先ほど，店頭でのＰＲ活動を行う旨

を答弁いたしましたが，現在，国及び県において，改正容器包装リサイクル法が施行され

たこの時期をとらえ，販売店，各市町村民会議，消費者団体等の協力を得て，地球温暖化

防止とごみ減量化のため，マイバッグ運動を県内全域で一斉に展開する計画をしておりま

すことから，国・県と連携をとり，地元関係機関や団体の協力を得ながら，市民ぐるみの

推進を図ってまいります。 

 ３点目の，オリジナルバッグの推進への展開検討についてでありますが，つい最近のマ

スコミ報道を見ますと，一流ブランドメーカーのエコバッグ参入で１００万個の売り上げ

などの課題がありますが，これら婦人層のオリジナル性とファッション性を求める心理な

どを分析しながら，手づくりマイバッグ運動など，推進内容を検討しながら対処してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（高木将君） 消防長。 

〔消防長 篠原麻男君登壇〕 

○消防長（篠原麻男君） 再度のご質問にお答えいたします。 

 アンケート方式採用結果に基づく具体的チェック・指導体制の構築についてでございま

すが，住宅用火災警報器等の設置推進を図る上において，設置状況の把握は特に重要であ

ると考えております。新築住宅に対しましては，建築基準法に基づく確認申請の審査項目

の中に，住宅用火災警報器等が追加されておりますので，消防機関のみならず，他の行政

機関においても設置推進が図られておりますが，既存住宅に対しましては，あくまでも市

民の自助努力によるものであることから，設置推進に苦慮しているところでございます。 

 現在，検討しておりますアンケートの実施方法につきましては，回覧板等の有効活用を

初めとしまして，地域に密着活動をしております消防団，または婦人防火クラブによる訪



問式アンケート調査も含め，最も有効である施策を検討してまいります。 

 また，具体的なチェック・指導体制の構築につきましては，住宅用火災警報器等の重要

性を認識していただけるよう即応事例を広く紹介し，設置推進広報活動を実施，充実させ

ながら，隔年実施しておりますひとり暮らしの高齢者宅防火指導を有効に活用し，さらに，

地域消防団及び婦人防火クラブ員などとの連携強化によるチェック・指導体制を構築させ，

住宅用火災警報器等の普及促進に万全を期していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（高木将君） １１番茅根猛君。 

〔１１番 茅根猛君登壇〕 

○１１番（茅根猛君） ただいま２回目の答弁を踏まえ，おおむね理解ができる状況にご

ざいます。従いまして，２点要望をして，質問を終わりたいというふうに思います。 

 まず，県道・市道の改良問題についてであります。全般的に，前進的方向だというふう

に理解をいたしましたが，特に安全安心のまちづくりの観点から，交通安全対策上，真に

必要な道路改良については，早期整備に向けて，地元の対応を含め，最大限の努力を重ね

てお願いをするものであります。 

 ２つは，税収の確保の問題についてであります。ご承知のとおり市民の中には，例とし

て言えば，８５歳になるおじいちゃん，おばあちゃんが，国民年金をもらう人，もらわな

い人，いるでしょうけれども，年間４万数千円の介護保険料を大変な思いをしてお支払い

をいただいていると，こういうことも事実であります。したいがいまして，特に悪質・常

習・高額滞納者に対する滞納整理とその収納対策本部は，先ほども申し上げましたが，統

括指導指示，これを具体的にどのようにするかにかかってくるというふうに思います。チ

ェック体制を有効に働かせて，的確な滞納整理となるよう，ご努力を願いたいというふう

に思います。特に，市営住宅料及び駐車場使用料については，監査委員の指導もあったよ

うに聞いております。この問題も重要課題というふうに認識をし，対応していただきたい

というふうに思います。 

 この点を２点，重ねてお願いをして，私の一般質問を終わりにします。大変ありがとう

ございました。 

 


